
2 警察安全相談等への対応
１　警察安全相談等受理状況

　県民から寄せられる警察安全相談等の令和７年中の新規受理件数は、17万7,228件で、前年と
比べて3,990件（2.3パーセント）増加しました。

２　警察安全相談等の受理体制
　県民から寄せられる警察安全相談等に適切に対応するため、警察本部に「けいさつ総合相談セ
ンター」を、各警察署には「警察安全相談室」を設置し、相談窓口の一元化を図っています。
　また、けいさつ総合相談センターに県民からの相談窓口電話として、警察相談専用電話
「＃

シャープ
９
キュウ
１
イチ
１
イチ
０
マル
」を設置しています。

電話相談（相談センター ） 面接相談（イメージ） ＃９１１０の啓発活動

相談内容（令和７年中）取扱件数の推移

　緊急を要さない相談や要望は、110番
ではなく警察相談専用電話「＃9110」を
利用して下さい。ダイヤル回線及び一部
のＩＰ電話等は利用できない場合があり
ますので、その際は、048-822-9110へ
おかけください。
　24時間受付(夜間及び土曜日・日曜日・
祝日・年末年始は警察本部当直員が対応
します。）時間帯によっては繋がりにくい場合があります。

迷惑行為
12,568件
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事件相談
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民事問題
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少年問題・児童虐待
8,803件
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交通指導取締り
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パトロール等
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家事問題
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